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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板と、
　前記回路基板を収容する周壁部を有するケースと、
　前記回路基板に電気的に接続されると共に、前記ケースの外部に引き出される導出部を
有するバスバと、
　前記バスバの導出部と電線の接続端子とを接続する電源端子と、
　前記電源端子を覆うように前記ケースに対して上方から組み付けられ、前記周壁部の側
面の外側に重なる側壁を有するカバーと、を備え、
　前記ケースの周壁部の側面と前記カバーの側壁のいずれか一方に、他方に向けて突出す
る係合凸部を備え、他方に前記係合凸部が係合される係合凹部を備えると共に、
　前記カバーの側壁に、前記係合凸部又は前記係合凹部に対して長手方向にずれた位置に
係止片を備え、前記ケースの周壁部に前記係止片を係止する係止部を備えており、
　前記係止片が前記カバーの側壁の長手方向の端縁に設けられており、
　前記係止片が前記係止部に係止されることで、前記カバーの側壁が前記ケースの周壁部
の側面から離れる方向に動くことを規制する基板ユニット。
【請求項２】
　前記係合凸部が前記ケースの周壁部の側面に設けられ、前記係合凹部が前記カバーの側
壁に設けられており、
　前記係合凹部が貫通孔である請求項１に記載の基板ユニット。
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【請求項３】
　前記係止部は、前記係止片が挿入される係止溝である請求項１又は請求項２に記載の基
板ユニット。
【請求項４】
　前記係止部は、前記ケースの周壁部の上面から上方に突出する係止突起であり、
　前記係止片は、前記カバーの側壁の端縁から延び、前記係止突起を挟むように内側に湾
曲して折り返された形状を有する請求項１又は請求項２に記載の基板ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ケース内に収容された回路基板を有する基板ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車載用の基板ユニットにおいて、ケースに対してカバーを組み付ける係合構造としては
、例えば、ケースの側面に係合突起を設け、ケースの側面に重なるカバーの側壁に係合突
起が係合される係合孔を設ける構成が挙げられる（特許文献１、２を参照）。ケースの係
合突起とカバーの係合孔との係合により、ケースとカバーとが組み付けられた状態で係合
する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１５１６１３号公報
【特許文献２】特開２００６－２７５０８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　基板ユニットにおいて、カバーがケースから脱落し難いことが望まれる。
【０００５】
　上述した係合突起と係合孔との係合によるケースとカバーとの係合構造では、カバーが
上から押圧された場合にカバーの側壁が開くように変形して、カバーの側壁がケースの側
面から離れる方向に動くことがあり得る。そのため、係合突起と係合孔との係合状態が解
除されて、カバーがケースから脱落することが起こり得る。カバーが脱落すると、カバー
に覆われる部品が露出することになり、カバーによって適切に保護できない。
【０００６】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、その目的の一つは、カバーがケースか
ら脱落することを抑制できる基板ユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る基板ユニットは、
　回路基板と、
　前記回路基板を収容する周壁部を有するケースと、
　前記回路基板に電気的に接続されると共に、前記ケースの外部に引き出される導出部を
有するバスバと、
　前記バスバの導出部と電線の接続端子とを接続する電源端子と、
　前記電源端子を覆うように前記ケースに対して上方から組み付けられ、前記周壁部の側
面の外側に重なる側壁を有するカバーと、を備え、
　前記ケースの周壁部の側面と前記カバーの側壁のいずれか一方に、他方に向けて突出す
る係合凸部が設けられ、他方に前記係合凸部が係合される係合凹部が設けられると共に、
　前記カバーの側壁に、前記係合凸部又は前記係合凹部に対して長手方向にずれた位置に
係止片が設けられ、前記ケースの周壁部に前記係止片を係止する係止部が設けられており
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、
　前記係止片が前記係止部に係止されることで、前記カバーの側壁が前記ケースの周壁部
の側面から離れる方向に動くことを規制する。
【発明の効果】
【０００８】
　上記基板ユニットは、カバーがケースから脱落することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態１に係る基板ユニットを示す概略斜視図である。
【図２】実施形態１に係る基板ユニットの概略分解斜視図である。
【図３】実施形態１に係る基板ユニットの別の概略分解斜視図である。
【図４】実施形態１に係る基板ユニットの要部を拡大して示す概略側面図である。
【図５】実施形態１における係止片及び係止部を拡大して示す概略上面図である。
【図６】変形例１における係止片及び係止部を拡大して示す概略上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　［本発明の実施形態の説明］
　最初に本発明の実施態様を列記して説明する。
【００１１】
　（１）本発明の一態様に係る基板ユニットは、
　回路基板と、
　前記回路基板を収容する周壁部を有するケースと、
　前記回路基板に電気的に接続されると共に、前記ケースの外部に引き出される導出部を
有するバスバと、
　前記バスバの導出部と電線の接続端子とを接続する電源端子と、
　前記電源端子を覆うように前記ケースに対して上方から組み付けられ、前記周壁部の側
面の外側に重なる側壁を有するカバーと、を備え、
　前記ケースの周壁部の側面と前記カバーの側壁のいずれか一方に、他方に向けて突出す
る係合凸部が設けられ、他方に前記係合凸部が係合される係合凹部が設けられると共に、
　前記カバーの側壁に、前記係合凸部又は前記係合凹部に対して長手方向にずれた位置に
係止片が設けられ、前記ケースの周壁部に前記係止片を係止する係止部が設けられており
、
　前記係止片が前記係止部に係止されることで、前記カバーの側壁が前記ケースの周壁部
の側面から離れる方向に動くことを規制する。
【００１２】
　上記基板ユニットによれば、ケースの周壁部の側面とカバーの側壁のいずれか一方に設
けられた係合凸部と、他方に設けられた係合凹部とが係合されることで、ケースとカバー
とが組み付けられた状態で係合する。更に、カバーの側壁に設けられた係止片がケースの
周壁部に設けられた係止部に係止されることで、カバーの側壁がケースの周壁部の側面か
ら離れる方向（外方向）に動くことを規制する。したがって、カバーが上から押圧される
ようなことがあっても、係止片と係止部との係止によって、係合凸部と係合凹部との係合
状態が解除される方向に動くことが規制される。よって、係合凸部と係合凹部との係合状
態を安定して維持でき、カバーがケースから脱落することを抑制できる。
【００１３】
　（２）上記基板ユニットの一形態として、前記係合凸部が前記ケースの周壁部の側面に
設けられ、前記係合凹部が前記カバーの側壁に設けられており、前記係合凹部が貫通孔で
あることが挙げられる。
【００１４】
　カバーに係合凹部が設けられ、この係合凹部が貫通孔であることで、ケースにカバーを
組み付けた際に、ケースに設けられた係合凸部がカバーの係合凹部（貫通孔）に係合した
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ことを、貫通孔を通して目視で確認できる。したがって、係合凸部と係合凹部（貫通孔）
との係合状態をカバーの外側から目視で確認できるので、ケースへのカバーの組み付け作
業を確実に行うことができる。
【００１５】
　（３）上記基板ユニットの一形態として、前記係止片が前記カバーの側壁の長手方向の
端縁に設けられていることが挙げられる。
【００１６】
　カバーの側壁の長手方向の端縁に係止片が設けられることで、カバーの側壁の外方向へ
の動きを効果的に規制し易く、カバーがケースから脱落することを抑制できる。特に、側
壁の長手方向の端縁のうち、自由端側の端縁に係止片が設けられていると、側壁の外方向
への動きを効果的に規制し易い。
【００１７】
　（４）上記基板ユニットの一形態として、前記係止部は、前記係止片が挿入される係止
溝であることが挙げられる。
【００１８】
　係止部として、ケースの周壁部に係止片が挿入される係止溝を設けることで、カバーの
側壁の外方向への動きを容易に規制できる。
【００１９】
　［本発明の実施形態の詳細］
　本発明の実施形態に係る基板ユニットの具体例を、以下に図面を参照しつつ説明する。
図中の同一符号は同一名称物を示す。
【００２０】
　［実施形態１］
　＜基板ユニット＞
　図１～図５を参照して、実施形態１に係る基板ユニット１を説明する。基板ユニット１
は、例えばメインバッテリと補助バッテリとを備える自動車等の車両において、メインバ
ッテリ及び補助バッテリから電装品への電力供給の切り替えに使用されるものである。
【００２１】
　基板ユニット１は、主に図１～図３に示すように、回路基板１０（図３参照）と、回路
基板１０を収容するケース４０と、回路基板１０に電気的に接続されるバスバ６０（図３
参照）と、バスバ６０の導出部６２と電線１００の接続端子１１０とを接続する電源端子
８０（図２参照）と、電源端子８０を覆うカバー５０とを備える。ケース４０は、下部ケ
ース４１と上部ケース４４とで構成されている（図２、図３参照）。この基板ユニット１
の特徴の１つは、ケース４０とカバー５０との係合構造にあり、ケース４０とカバー５０
とが組み付けられた状態において、互いに係合される係合機構と、係合機構の係合解除を
規制する係合解除規制機構とを備える点にある。具体的には、図１、図２に示すように、
ケース４０及びカバー５０に、互いに係合される係合凸部４３３及び係合凹部５３が設け
られると共に、互いに係止される係止片５６及び係止部４３６が設けられている。そして
、係合凸部４３３と係合凹部５３との係合により、ケース４０とカバー５０とが互いに係
合すると共に、係止片５６と係止部４３６との係止によって、カバー５０の側壁５２がケ
ース４０の側面から離れる方向に動くことを規制する。以下、基板ユニット１の構成を詳
しく説明する。以下の説明では、基板ユニット１において、カバー５０側を上、ケース４
０側を下とし、上下方向と直交する方向であって、コネクタ部２０が配置される側を前、
その反対側を後とする。上下方向及び前後方向の両方向に直交する方向を左右とする。図
では、矢印Ｚ方向を上方、矢印Ｙ方向を前方、矢印Ｘ方向を右方とする。
【００２２】
　（回路基板）
　回路基板１０は、図３に示すようにバスバ６０上に配置され、少なくとも上面に導電パ
ターン（図示略）が形成された略矩形状のプリント基板である。導電パターンは、制御用
の導電路を構成する。回路基板１０上には、ＦＥＴ（Ｆｉｅｌｄ　ｅｆｆｅｃｔ　ｔｒａ
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ｎｓｉｓｔｏｒ）といったスイッチング素子等の電子部品（図示略）やコネクタ部２０が
実装されている。コネクタ部２０には、図示しない外部の制御装置（例、電子制御ユニッ
ト（ＥＣＵ））等の相手側コネクタが接続される。
【００２３】
　（バスバ）
　バスバ６０は、電力用の導電路を構成する板状の部材であり、回路基板１０の下面側に
固定され、回路基板１０に電気的に接続される。バスバ６０の詳細な構成については、図
示を省略するが、複数のバスバ片で構成され、所定のレイアウトで配列されている。バス
バ６０は、銅や銅合金等の導電性の金属板をプレス加工等により所定の形状に切断して形
成されている。回路基板１０とバスバ６０とは、例えばエポキシ樹脂等の絶縁性の接着剤
や接着シート等によって貼り付けられ、一体化されている。
【００２４】
　バスバ６０は、回路基板１０が配置される略矩形状の中央部と、その中央部から屈曲し
て左右両側に延びる導出部６２を有する。各導出部６２は、図２に示すようにケース４０
の外部に引き出される部分であり、電線１００（ワイヤーハーネス）の接続端子１１０が
電気的に接続される。各導出部６２には、後述する電源端子８０の軸部８２が挿通される
挿通孔６２ｈが形成されている。２つの電線１００のうち、一方が図示しないメインバッ
テリにつながり、他方が図示しない補助バッテリにつながっている。
【００２５】
　（ケース）
　ケース４０は、図２、図３に示すように、バスバ６０が一体化された回路基板１０を内
部に収容する。ケース４０は、下部ケース４１と上部ケース４４とを有し、下部ケース４
１と上部ケース４４とが互いに組み付けられて構成されている。ケース４０には、コネク
タ部２０に対応する位置に開口部４８が形成されている。
【００２６】
　　（下部ケース）
　下部ケース４１は、図３に示すように、回路基板１０を支持する底板部４２と、回路基
板１０を収容する周壁部４３とを有し、収容空間４１０を形成する。
【００２７】
　　〈周壁部〉
　周壁部４３は、略矩形枠状の部材であり、回路基板１０の外周の四方を囲む。周壁部４
３のうち、前側の前壁部４３ｆには、開口部４８（図２参照）を形成する下側凹部４３０
が形成されている。また、左右両側の側壁部４３ｓには、電源端子８０が固定される端子
台４３４が形成されており、バスバ６０の導出部６２が端子台４３４に載置されている。
周壁部４３は、例えばポリプロピレン（ＰＰ）やポリアミド（ＰＡ）等の樹脂で形成され
ている。
【００２８】
　　〈電源端子〉
　電源端子８０は、端子台４３４から上方に突設される軸部８２を有し、バスバ６０の導
出部６２に形成された挿通孔６２ｈに軸部８２が挿通される。この例では、電源端子８０
がスタッドボルトであり、軸部８２には雄ネジが形成されている。そして、図２に示すよ
うに、電線１００の接続端子１１０に形成された挿通孔に軸部８２を挿通し、ナット等を
軸部８２に螺合することにより、バスバ６０の導出部６２と電線１００の接続端子１１０
とが密着して電気的に接続される。
【００２９】
　　〈底板部〉
　底板部４２は、略矩形板状の部材であり、回路基板１０の下面側に配置され、バスバ６
０の中央部が載置される。底板部４２は、周壁部４３の下側から嵌め込まれ、周壁部４３
にネジ等で固定されている。この例では、底板部４２の上面にバスバ６０が、例えばエポ
キシ樹脂等の絶縁性の接着剤や接着シート等によって貼り付けられている。また、底板部
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４２が放熱板であり、回路基板１０及びバスバ６０に発生した熱を外部に効果的に放出で
きる。底板部４２は、例えばアルミニウムや銅又はその合金等の高熱伝導性の金属材料で
形成されている。
【００３０】
　　〈係合突起〉
　下部ケース４１は、周壁部４３の上面に、後述する上部ケース４４の周壁４６が差し込
まれる差込溝４３１が形成されている。差込溝４３１の内周側の壁面には、上部ケース４
４と係合するための係合突起４３２が設けられている。係合突起４３２は、差込溝４３１
の壁面から突出し、下方に向かって肉厚が厚くなるようにくさび状に形成されている。下
部ケース４１と上部ケース４４との係合構造の詳細は後述する。
【００３１】
　　〈係合凸部〉
　また、左右両側の側壁部４３ｓの側面には、後述するカバー５０の側壁５２（図１、図
２参照）に向かって突出し、カバー５０と係合するための係合凸部４３３が設けられてい
る。より具体的には、側壁部４３ｓの側面のうち、端子台４３４の側面に係合凸部４３３
が前後方向の中央部に２つ並んで設けられている。係合凸部４３３は、端子台４３４の側
面から突出し、下方に向かって肉厚が厚くなるようにくさび状に形成されており、係合凸
部４３３の最大突出高さはカバー５０の側壁５２の厚さよりも小さい。側壁部４３ｓの側
面には段差面４３５が形成されており、端子台４３４の側面は段差面４３５の下側の面よ
りも左右方向の内側に位置している。ケース４０（下部ケース４１）とカバー５０との係
合構造の詳細は後述する。
【００３２】
　　（上部ケース）
　上部ケース４４は、図３に示すように、下部ケース４１の収容空間４１０を上方から覆
う部材であり、回路基板１０の上面側に配置される天板部４５と、天板部４５の周縁から
下方に立設される周壁４６とを有する。天板部４５と周壁４６とは一体に構成されている
。周壁４６のうち、前側の前壁４６ｆには、開口部４８（図２参照）を形成する上側凹部
４６０が形成されている。上部ケース４４は、例えばポリプロピレン（ＰＰ）やポリアミ
ド（ＰＡ）等の樹脂で形成されている。
【００３３】
　　〈係合孔〉
　周壁４６は、下部ケース４１に形成された差込溝４３１に差し込まれ、下部ケース４１
と係合する部分である。周壁４６には、下部ケース４１の差込溝４３１に設けられた係合
突起４３２が係合される係合孔４６２が設けられている。
【００３４】
　《下部ケース４１と上部ケース４４との係合構造》
　図２、図３に示すように、下部ケース４１（周壁部４３）の差込溝４３１に上部ケース
４４の周壁４６を上方から差し込むことで、下部ケース４１に上部ケース４４が組み付け
られ、下部ケース４１の係合突起４３２と上部ケース４４の係合孔４６２とが係合される
。係合突起４３２と係合孔４６２との係合により、下部ケース４１と上部ケース４４とが
組み付けられた状態で係合して、ケース４０が構成される（図２参照）。下部ケース４１
と上部ケース４４との間には、バスバ６０の導出部６２をケース４０の外部に引き出すた
めの隙間が設けられている。
【００３５】
　（カバー）
　カバー５０は、図１、図２に示すように、電源端子８０を覆うようにケース４０（下部
ケース４１）に対して上方から組み付けられる部材である。カバー５０は、左右両側に電
源端子８０を覆う覆部５１０が形成された上壁５１と、上壁５１の両側縁から下方に立設
される左右一対の側壁５２とを有する。左右の側壁５２は、ケース４０の下部ケース４１
と係合する部分であり、ケース４０を左右から挟むように、左右両側の側壁部４３ｓの側
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面、より具体的には、端子台４３４の側面の外側に重なるように配置される。側壁５２の
下端縁は側壁部４３ｓに形成された段差面４３５に当接し、側壁５２の外面は側壁部４３
ｓの側面と略面一になっている。上壁５１はケース４０（上部ケース４４）の上側に配置
され、覆部５１０の前側が電線１００を挿入するために開口している（図１参照）。カバ
ー５０は、例えばポリプロピレン（ＰＰ）やポリアミド（ＰＡ）等の樹脂で形成されてい
る。
【００３６】
　　〈係合凹部〉
　各側壁５２には、下部ケース４１の側壁部４３ｓ（端子台４３４）の側面に設けられた
係合凸部４３３が係合される係合凹部５３が設けられている。この例では、前後方向（長
手方向）の中央部に２つ並んで係合凹部５３が設けられており、係合凹部５３が貫通孔で
ある。係合凸部４３３の最大突出高さは、上述したようにカバー５０の側壁５２の厚さよ
りも小さいため、係合凸部４３３が係合凹部５３内に収容され、側壁５２の外面から突出
しない。図３、図４に示すように、各係合凹部５３の前後方向の両側には、側壁５２の下
端から上方向に切りかかれたスリット５４が形成されており、各係合凹部５３は、両スリ
ット５４に挟まれるロック片部５５に設けられている。ロック片部５５は、両スリット５
４によって片持ち支持された状態となるため、左右方向に弾性変形し易い。スリット５４
は、側壁５２の下端から係合凹部５３の高さ位置まで切り欠かれている。
【００３７】
　《ケース４０とカバー５０との係合構造》
　図１、図２に示すように、ケース４０（下部ケース４１）の側面に上方からカバー５０
の側壁５２を嵌め込むことで、ケース４０にカバー５０が組み付けられ、側壁部４３ｓ（
端子台４３４）側面の係合凸部４３３と側壁５２の係合凹部５３とが係合される。係合凸
部４３３と係合凹部５３との係合により、ケース４０とカバー５０とが組み付けられた状
態で係合する（図１参照）。この例では、側壁５２のロック片部５５（図３、図４参照）
に係合凹部５３が設けられている。そのため、ケース４０に対して上方からカバー５０を
組み付ける際に、ロック片部５５が係合凸部４３３に沿って弾性変形して乗り上げ、係合
凹部５３に係合凸部４３３が係合する位置で弾性復帰する。
【００３８】
　更に、本実施形態では、カバー５０の側壁５２に係止片５６が設けられ、ケース４０（
下部ケース４１）の側壁部４３ｓには係止片５６を係止する係止部４３６が設けられてい
る。ケース４０とカバー５０とが組み付けられた状態で、係止片５６が係止部４３６に係
止されることで、カバー５０の側壁５２がケース４０の側面から離れる方向（左右方向の
外方）に動くことを規制する。係止片５６及び係止部４３６について詳しく説明する。
【００３９】
　　〈係止片〉
　係止片５６は、係合凹部５３に対して側壁５２の前後方向（長手方向）にずれた位置に
設けられている。この例では、側壁５２の長手方向の端縁のうち、カバー５０（覆部５１
０）において電線１００が挿入される開口側であって、自由端となっている前端縁に係止
片５６が形成されている。具体的には、係止片５６は、図５に示すように、側壁５２の前
端縁から内側に屈曲して前方に延び、上下方向に直交する平面（図１中、Ｚ方向に直交す
るＸＹ平面）で切断した断面形状が略Ｌ字状である。係止片５６の外面は、係合凹部５３
が設けられた側壁５２の外面より左右方向の内側に位置している。係止片５６は、係止部
４３６に係止されるように、側壁５２の少なくとも下端側に形成されていればよい。
【００４０】
　　〈係止部〉
　この例では、係止部４３６として、図５に示すように、ケース４０（下部ケース４１）
の側壁部４３ｓの上面に係止片５６が挿入される係止溝４３６ａが設けられている。係止
片５６が係止溝４３６ａに挿入されることで、側壁５２の左右方向の外方（以下、「外方
向」と呼ぶ場合がある）への動きが規制される。
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【００４１】
　＜作用効果＞
　実施形態１の基板ユニット１は、以下の作用効果を奏する。
【００４２】
　（１）ケース４０（下部ケース４１）の側壁部４３ｓに設けられた係合凸部４３３とカ
バー５０の側壁５２に設けられた係合凹部５３との係合により、ケース４０とカバー５０
とが組み付けられた状態で係合する。更に、カバー５０の側壁５２に設けられた係止片５
６とケース４０の側壁部４３ｓに設けられた係止部４３６との係止によって、側壁５２の
外方向への動きを規制する。したがって、カバー５０が上から押圧されるようなことがあ
っても、係止片５６と係止部４３６との係止によって、係合凸部４３３と係合凹部５３と
の係合状態が解除される方向に動くことが規制される。よって、係合凸部４３３と係合凹
部５３との係合状態を安定して維持でき、カバー５０がケース４０から脱落することを抑
制できる。
【００４３】
　（２）カバー５０に設けられた係合凹部５３が貫通孔であることで、ケース４０にカバ
ー５０を組み付けた際に、ケース４０に設けられた係合凸部４３３が係合凹部（貫通孔）
５３に係合したことを、貫通孔を通して目視で確認できる。したがって、係合凸部４３３
と係合凹部５３との係合状態をカバー５０の外側から目視で容易に確認できるので、ケー
ス４０へのカバー５０の組み付け作業を確実に行うことができる。また、側壁５２にスリ
ット５４が形成され、ロック片部５５に係合凹部５３が設けられていることから、ロック
片部５５が弾性変形して係合凹部５３に係合凸部４３３を容易に係合できる。
【００４４】
　（３）ケース４０に設けられた係止部４３６が係止溝４３６ａであり、カバー５０に設
けられた係止片５６を係止溝４３６ａに挿入することで、カバー５０の側壁５２の外方向
への動きを容易に規制できる。
【００４５】
　［変形例１］
　上述した実施形態１では、係止部４３６として、ケース４０（下部ケース４１）の側壁
部４３ｓに係止片５６が挿入される係止溝４３６ａを設ける場合を例に挙げて説明した（
図５を参照）。係止溝４３６ａに替えて、係止片５６に接する係止突起とすることも可能
である。この場合、係止片５６を係止突起に引っ掛かるように形成することが挙げられる
。変形例１では、図６を参照して、係止部４３６を係止突起とする場合の一例を説明する
。
【００４６】
　変形例１では、図６に示すように、係止部４３６として、下部ケース４１の側壁部４３
ｓの上面から上方に突出する係止突起４３６ｂが設けられている。係止片５６は、側壁５
２の前端縁から前方に延び、係止突起４３６ｂを挟むように内側に湾曲して折り返され、
上下方向に直交する平面で切断した断面形状が略Ｊ字状である。この場合、係止片５６が
係止突起４３６ｂに引っ掛かることで、カバー５０の側壁５２の外方向への動きが規制さ
れる。
【００４７】
　［変形例２］
　上述した実施形態１では、ケース４０（下部ケース４１）の側壁部４３ｓに係合凸部４
３３を設け、カバー５０の側壁５２に係合凹部５３を設ける場合を例に挙げて説明した（
図１、図２参照）。これに替えて、カバー５０の側壁５２に係合凸部を設け、ケース４０
の側壁部４３ｓに係合凹部を設けることも可能である。具体的には、カバー５０の側壁５
２に、ケース４０の側壁部４３ｓの側面に向かって内面から突出する係合凸部を設け、ケ
ース４０の側壁部４３ｓの側面に係合凸部が係合される係合凹部を設けることが挙げられ
る。この場合であっても、係合凸部と係合凹部との係合により、ケース４０とカバー５０
とを係合できる。変形例２では、カバー５０の側壁５２に設けられた係合凸部に対して、
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側壁５２の前後方向（長手方向）にずれた位置に係止片５６が設けられることになる。
【００４８】
　本発明はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲によって示され、特
許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
上述した実施形態１では、メインバッテリ及び補助バッテリから電装品への電力供給の切
り替えに使用される基板ユニット１としたが、これに限定されるものではない。例えば、
車両の電源から負荷に至る経路に配される他の用途の基板ユニットであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明の基板ユニットは、自動車などの車両に搭載される直流電圧変換器、ＡＣ／ＤＣ
変換器、ＤＣ／ＡＣインバータ等の大電流パワー制御ユニットに好適に利用可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　１　基板ユニット
　１０　回路基板
　２０　コネクタ部
　４０　ケース
　　４１　下部ケース
　　４１０　収容空間
　　　４２　底板部
　　　４３　周壁部
　　　４３ｆ　前壁部
　　　４３ｓ　側壁部
　　　４３０　下側凹部
　　　４３１　差込溝
　　　４３２　係合突起
　　　４３３　係合凸部
　　　４３４　端子台
　　　４３５　段差面
　　　４３６　係止部
　　　　４３６ａ　係止溝
　　　　４３６ｂ　係止突起
　　４４　上部ケース
　　　４５　天板部
　　　４６　周壁
　　　４６ｆ　前壁
　　　４６０　上側凹部
　　　４６２　係合孔
　　４８　開口部
　５０　カバー
　　５１　上壁
　　　５１０　覆部
　　５２　側壁
　　　５３　係合凹部（貫通孔）
　　　５４　スリット
　　　５５　ロック片部
　　　５６　係止片
　６０　バスバ
　　６２　導出部
　　６２ｈ　挿通孔
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　８０　電源端子（スタッドボルト）
　　８２　軸部
　１００　電線（ワイヤーハーネス）
　　１１０　接続端子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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